
工事関係書類の統一化について

建設・技術課 入札・契約担当
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工事書類の統一化

契約関係書類

・現場代理人等届出書

・現場代理人等変更届出書

・工事内訳明細書

・工程表

・変更工程表

・各種請求書

・契約期間延長申請書

等

工事関係書類

・工事打合簿

・材料確認書

・工事履行報告書

・監督・検査・確認申請書

・出来形管理図表

・品質管理図表

・創意工夫・社会性等に関する
実施状況

等

○何の様式が変わるのか？

合計31種類
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各市町の
請求書

工事書類の統一化

国の
請求書
県の
請求書

○どう変わるのか？

同じ様式をご提出いただくようになります

統一した
請求書

請負者

国土交通省

佐賀県

各市町

請負者

国土交通省

佐賀県

各市町
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工事書類の統一化

○何故、変わるのか？

要望

業界団体

要請

各県・政令市

○提出書類が多く、事務負担が大きい。
○負担軽減のため、書類を簡素化してほしい。

○受発注者の更なる業務効率化を図るため、
各県・政令市にける工事関係書類の様式
の完全統一化を最終目標として推進する。

○“担い手不足”を建設業界が抱える大きな
課題として認識。
○建設業者の負担軽減につながる取組みは、
積極的に推進していきたい。

国土交通省

佐賀県
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工事書類の統一化

○最後に

合計３１種類

令和2年10月1日契約分から様式が変わります

契約関係書類
・現場代理人届書
・工程表
・各種請求書
・契約期間延長申請書

等

工事関係書類
・工事打合簿
・材料確認書
・監督・検査・確認申請書
・出来形管理図表

等

変更様式の詳細については各契約機関のＨＰ等で
ご確認ください。



Ｒ３・４年度佐賀県建設業者施行能力等級評定要領建設業者説明会資料
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Ｒ３・４入札参加資格審査の申請受付スケジュール（案）

事 項 内容等

令
和
２
年

８月 8/31 令和３・４年度 審査基準日 評価項目の基礎となる

10月
令和３・４入札参加資格申請受付に
ついてHP掲載

佐賀県HPに申請受付の詳細について
掲載

11月
～

12月
県内建設工事申請受付開始 12月の２～３週目、申請受付開始予定

3月 資格決定通知送付

令
和
３
年

４月
4/1 令和３・４年度入札参加資格の
運用開始

新要領での運用の開始
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「Ｒ３・４評定要領」のポイント
（１）「基準点（業者数）」は現状と同程度を維持

（２）若年者雇用の項目の一部拡充
・県内学校等の新規卒業者の雇用で加点」

（３）健康増進に係る項目の新規追加
・「健康企業宣言」及び「優良企業認定」で加点

（４）講習会等の基準日の追加
・新型コロナウイルス感染症の影響を考慮
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（業種別）入札参加資格者数・基準点
業種

平成31・32年度
特Ａ Ａ Ｂ Ｃ

土木一式 27 77 162
基準点
７６０点

建築一式 45 50
基準点
７３０点

とび土工 27 23
基準点
７４０点

電気 20 21
基準点
７１０点

管 29 59
基準点
７８０点

鋼構造物 8 8
基準点
６２０点

舗装 38
基準点
９３０点

塗装 14 18
基準点
６００点

機械器具 7
基準点
６５０点

電気通信 10
基準点
６８０点

造園 29 35
基準点
７１０点

その他の18業種 登録制（基準点６００点）
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（２）若年者雇用の項目について【５+３点加点】

 以下に該当する者
〇佐賀県内の学校の卒業者
〇佐賀県内の学校から県外の学校へ進学した者
〇産業技術学院の普通課程の修了者

 基準日（R2.8.31）までの２年間に新規卒業した者
③卒業後に職歴等のない者

【提出書類】
入社時の履歴書もしくは卒業証明書
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（２）「若年者雇用」の拡充について

今回（Ｒ３・４） 拡充

８点

３
点

県内学校等の新規卒業者の雇用

若年者雇用の項目 ５点

３０才未満の若年者を雇用

12



（３）「健康企業宣言」の流れ

ステップ１

ステップ２

ステップ３

・従業員の健康づくりのための職場環境の
整備に取り組む企業が健康企業宣言を行う
（ＦＡＸで申請）

・宣言証の交付
・職場内で、健康づくりを実施する
・報告レポートの提出する
（※毎年度5月までに提出）

認定審査
・取組内容を県に報告、優れた取組を行っ
た企業が優良企業として認定される
・認定証の交付
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（３）健康増進に係る項目について【１点or３点】

 「健康企業宣言」の実施 【１点】

 優良企業認定の場合 【３点】 （＝ １点＋２点）

※今回認定を受けるには、Ｒ２.３.３１までに宣言を実施する必要があります。

【提出書類】
健康企業宣言証 もしくは 優良企業認定証

宣言の実施後に
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（４）講習会等の基準日の追加

◎申請者ごとにいずれかの基準日を選択して申請することが可能。
◎なお、この見直しはR３・４年度入札参加資格審査のみの措置とする。

H27.４.１

〇現行の基準日（令和２年８月31日）から過去５年間の期間

5年間
H27.９.１

〇追加する基準日（令和２年３月31日）から過去５年間の期間

◎等級格付における講習会等参加実績（CPDS、CPD）の例

＋

5年間

◎見直しの内容
現行の基準日(令和２年８月31日)

◎見直し対象項目 ●講習会等参加実績（CPDS、CPD）【５年間】
●建設業労働災害防止協会の活動実績【２年間】
●不当要求防止責任者講習の受講実績【２年間】

現行の基準日
R２.８.31

【基準日を追加】
追加する基準日(令和２年３月31日)

追加する基準日
R２.３.31
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R3・4年度主観点評価項目の内容（一覧）
項 目 平成31・32年度の内容 区分 令和３・４年度の見直し内容等

技
術
的
要
素

工事施工成績 工事の施工成績を評価 継続

優良施工知事表彰等 優良建設工事の知事表彰、県土づく 継続

技能士等 技能士の配置を評価 継続

継続学習（ＣＰＤＳ、ＣＰＤ） 技術者の継続学習を評価 拡充 現行の基準日に令和２年３月31日を追加

建設業労働災害防止協会活動 建設業労働災害防止協会での活動を
評価 拡充 現行の基準日に令和２年３月31日を追加

県
の
重
点
施
策

エコアクション21認証取得 エコアクション２１の認証・登録を
評価 継続

障害者雇用 障害者の雇用を評価、法定雇用率未
達成の場合は減点 継続

若年者雇用 産業技術学院新規修了生は32歳未満
まで加点対象 拡充 県内学校等の新規卒業者の雇用で加点（3点）

女性の活躍推進・仕事と子育て・
出会い結婚応援

女性の大活躍推進会議、さが子育て
応援宣言事業所に登録し、取組を実
施した場合、もしくは出会い結婚応
援企業に登録をした場合に加点

継続

不当要求防止責任者の選任 不当要求防止責任者を選任し、講習
を受講した場合に加点 拡充 現行の基準日に令和２年３月31日を追加

健康増進 新規
「健康企業宣言」及び「優良企業認定」で加
点

行政処分等 営業停止、指名停止、警告、指導等
を受けた場合は減点 継続
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６.その他の項目（入札参加資格審査）
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建設業の担い手確保・育成について

県土整備部 建設・技術課
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 ◎ 県内建設投資額と建設業者数
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億円

0

1000

2000

3000

4000

5000
　　　　業者民間投資額

公共投資額

業者数
40,496人

47,286人
50,808人

39,416人

3,415社

3,854社 3,745社

3,388社3,315社

4,135社

建設投資ﾋﾟｰｸ
7,034億円

公共投資ﾋﾟｰｸ
4,150億円 公共投資額1,834億円

ﾋﾟｰｸ時の44.2％

34,221人

就業者数

33,866人

3,192社 3,161社

19



1.6%
4.3% 5.3%

8.2%
10.6% 11.6%

9.8% 9.8%
12.3%

26.5%

0%

5%

10%
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20%

25%

30%

15～19歳 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60歳以上

３０才未満が11.3％

５５才以上が38.8％

他産業より
3.6ポイント少ない

他産業より
4.4ポイント多い

佐賀県内 建設業就業者年齢構成

（Ｈ27国勢調査より）
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佐賀県内⼯業系⾼校⽣の進路状況

○建設業関連学科：３０４名の進路状況（R2.3卒：佐賀県建設業協会調）

建設業等への就職率
58.5%

県内その他産業
25.3％
（77名）

県外その他産業
16.1％
（49名）

県内建設業
29.9％
（91名）

県外建設業
28.6％
（87名）

その他産業への
就職率 41.4%
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建設業担い手確保推進事業 事業内容令和２年度

県内建設業の担い手を確保を図るため、県と関係機関が連携しながら、県内⼯業⾼校⽣
など将来を担う若者に対し、県内建設業の魅⼒や情報を発信していきます。

【⾼校⽣SAGAサンライズパークツアー（現場⾒学会）】
現在、整備が進められている佐賀県を代表する建築物・施設群、
SAGAサンライズパークの⼯事現場を、⾼校⽣が直接⾒学し、
建設業の社会的役割や建設業の現場の魅⼒を肌で感じることで
将来の県内建設業への就職を促す。

新
規

継続

継続

～高校生が建設業を知る～
人を知る

会社を知る

現場を
知る

【⾼校⽣と建設業若手就業者との意⾒交換会】
⼯業系⾼校１、２年⽣と⼯業系⾼校卒業⽣で建設業に従事する

先輩が、建設業で働くやりがい等について意⾒交換

【県内建設業企業ＰＲ（合同説明会）】
⼯業系⾼校２年⽣を対象に、県内建設業者を⼀堂に集め
合同企業説明会を実施

拡充

～小中学生が建設業と親しむ～

新規

【⼩・中学⽣向け建設業の魅⼒発信】
・⼩中学校訪問による体験学習（R2は展示重機等を充実）
・⼩中学⽣親⼦現場⾒学会 SAGAサンライズパーク等、佐賀県の代表的な建築物等を⾒学
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《高校生のための建設業合同企業説明会》

1.開催日時及び場所
〇佐賀会場  令和元年12月12日（木）13:00 16:30 

・SAGAサンライズパーク 総合体育館小競技場
（佐賀市日の出一丁目21番15号）

〇多久会場  令和元年12月16日（月）13:00 16:30
・多久市体育センター
（多久市北多久町⼤字小侍286番地24）

2.参加企業
〇佐賀会場 28業者 〇多久会場 25業者

3.参加⾼校⽣ 〇佐賀会場 約160名（佐賀⼯業 ⾼志館 ⿃栖⼯業 北陵）
(２年⽣） 〇多久会場 約160名（唐津⼯業 伊万⾥農林 佐賀農業 嬉野⾼校）

4.事前研修会
参加企業 対象  魅⼒的    出展   研修会 実施 
 令和元年１０月１０日 於     
・内容 （１）オリエンテーション

（２）講演① 「合同企業説明会の効果的なＰＲ方法」
講師 さがＨＲラボ コンサルタント・研究員 益山健一 氏

講演② 「職場訪問、応募につながる第一歩」
講師 京都サンダー株式会社 田辺直子 氏

令和元年度 建設業担い⼿確保推進事業 実施状況
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《高校生 建設業若⼿就業者  意⾒交換会》
３校４学科で実施。延べ143名の生徒が参加

令和元年度 建設業担い⼿確保推進事業 実施状況

○嬉野⾼校（塩田校舎）建築科
・実施日  令和元年11月20日（水）
 参加⽣徒数 ２年⽣27名
 参加就業者 3名（⾼木建設2名、中島建設１名）

○唐津⼯業⼟木科２年⽣
・実施日  令和元年11月21日（木）
 参加⽣徒数 ２年⽣37名
 参加就業者 4名（唐津⼟建⼯業2名 ⿊木建設1名、市丸建設1名）

○唐津⼯業建築科
・実施日  令和元年11月29日（⾦）
 参加⽣徒数 ２年⽣40名
 参加就業者 5名（唐津⼟建⼯業4名 ⿊木建設1名）

○⿃栖⼯業建築科
・実施日  令和2年2月4日（⽕）
 参加⽣徒数 1年⽣39名
 参加就業者 3名（⼤島組、牟田建設、ひかる建築設計室 各1名）

《建設業出前講座》 ※予算外事業
○⿃栖⼯業⼟木科

 実施日 令和2年2月26日（水）  参加⽣徒数 1年⽣39名
 講師 原組 佐賀県県⼟          協会 ⻄日本総合        県職員
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〇⼩ 中学生向 建設業 魅⼒発信
（学校訪問による体験学習）

○諸冨南小学校(佐賀市)
・実施日  １２月１９日（木）
 参加児童数 ６年⽣２   ４５名
・内容 ①講座

（講師 森永建設（株）、県職員）
②体験学習

・ドローン操作実演
・フライトシミュレーション体験

○春日小学校（佐賀市）
・実施日  １２月２０日（⾦）
 参加児童数 ６年⽣３   ９２名
・内容 ①講座

（講師 祐徳建設興業、松永産業、県職員）
②体験学習

・ドローン操作実演（委託業者）
・フライトシミュレーション体験（委託業者）

令和元年度 建設業担い⼿確保推進事業 実施状況
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工事現場

ライフル射撃場

ボクシング場

⾼校⽣SAGAサンライズパークツアー＜新規＞
【目的】
・現在、整備が進められている佐賀県を代表する建築物・施設群、ＳＡＧＡサンライズパークの
工事現場を、高校生が直接見学し、建設業の社会的役割や建設業の現場の魅力を肌で感じ
ることで、将来の県内建設業への就職を促す。

【概要】
・県内の工業系高校８校の土木・建築系学科の高校１、２年生を対象とする。
・貸切バスにより各高校と工事現場見学地の送迎をする。
・各工事現場に到着後、全体説明を行い、グループごとに工事現場を回り見学する。

【開催時期】
・１０月～３月頃を予定（各学校、事業者との調整のうえ決定）

【参加予定数】
・県内工業系高校生 １年生又は２年生 約３２０名程度
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○建設業基盤強化支援事業の概要（令和元年度～）

◎社会資本の整備・維持管理を通じ、県民生活の基盤を築く。
◎災害防止や復旧活動の中心となる。
◎地域経済と雇用を支える。

経営者 若手技術者 女性技術者

担い手の不足
・労働条件の悪さ
・やりがいの喪失
・資格習得の経済的負担

不安定な経営基盤
・建設投資額の大幅な減
少に伴う価格競争の激化

・労務単価の高騰
・技能者後継者の不足

女性の活躍応援
・女性は少数派で、縦と
横の関係性が希薄

・結婚、出産後の将来が
不安

経営者セミナー
・経営上の課題を解決する

若手育成支援セミナー
・即戦力を育成
・建設業界の魅力を知る

処遇改善セミナー
・魅力ある職場をつくる
・雇用環境の改善
・働き方改革の実施

経営力強化支援
・相談窓口の設置 ・事業フォローアップ
・専門家派遣の経費を助成

技術力強化支援
・技術力と知識の向上を図る
・資格取得の経費を助成
・コンサル業務に係る資格を対象に追加

女性活躍セミナー
・交流会の開催
・悩みや課題を共有し解決を図る
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佐賀県では、建設業基盤強化事業の一つとして、建設業者から

経営上の相談を受け、情報提供等をはじめ、特に中小業者の経

営強化への取り組みを支援しています。お気軽に相談下さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相談書類、方法等詳細は、佐賀県 HP をご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐賀県 県土整備部 建設・技術課  建設業担当   電話 ０９５２-２５-７１５３ 

相談支援事業  受 付 中！ 

 佐賀県内に本店があり建設業許可を有する 

建設業者（詳細は佐賀県ＨＰをご覧下さい） 

相談内容 
 人材・人手不足、技術力不足、若手・担い手確保育

成、働き方改革、再生支援、事業承継、収益改善 等 

相談方法 
 佐賀県 HP の「相談申込書」を郵送か 

ファックス、又は電話でご連絡下さい

 

佐賀県 HP のトップ画面から〔サイトメニュー〕「県土・まちづくり」⇒「建設業再生支援事業」 

⇒「建設業基盤強化事業」をクリックして、必要なメニューを選択してください。 

対象者 

お問い合わせ先 



電子入札コアシステムの新方式移行に伴い、佐賀県電子入札システムは、2020年
9月28日（移行日）をもって新方式へ完全移行します。
9月28日以降、従来方式では入札への参加ができませんので、移行日までに新方式
への対応をお願いいたします。なお、9月25日までは従来方式もご利用いただける
並行運用期間です。
新方式のご利用には、ＩＣカード認証局から提供される最新ソフトウェア（電子入札補助
アプリ等）のインストール（無料）及びパソコンの設定変更が必要です。

佐賀県電子入札システムの新方式移行について

2019年度 2020年度
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

システム移行予定

従来システム

新システム
※ Windows7非対応

ご利用には専用のソフトウェア
のインストール（無料）及びパ
ソコンの設定変更が必要！

運用は9/25(金)
まで！

【移行スケジュール】

※ 新旧切り替えによる入札案件への影響はありませんので、お早めにご対応ください。



お問合せ先：佐賀県入札・検査センター
電算担当 渋田、安藤

ＴＥＬ ：0952-25-7470
Ｅ‐mail：nyusatsu-touroku@pref.saga.lg.jp

電子入札システムトップページ

新方式の設定が完了し
ましたら「新方式入
口」から接続確認をお
願いします。

従来方式は9/25(金)ま
での運用です。

新方式のパソコンの設定
についてはこちらのリン
クをご確認ください。



令和２年８月

佐賀県
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１．残土処分地（旧採石場跡地）土砂流出（基山町） 平成21年3月発生

県内における土砂等による埋立て等の状況

条例を制定するに至った背景
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２．土砂の崩落（多久市） 平成30年7月発生

崩落前 崩落後

残土
処分場

残土
処分場

市道の
崩壊

みかん畑
の埋没

里道の
埋没

ビニールハウス
の損壊
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３．福岡県から大量の残土が搬入されている県東部地区の処分場
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土砂の埋立て等に関する規定

これまで 対 策

【全国】
○２１府県において、土砂等による埋立て等に対して
許可制や命令、罰則等を設けた条例が制定
（九州では、福岡県と大分県が制定）
（県内では、佐賀市と小城市が制定）
【県内】
○基山町や多久市において、残土処分場からの土砂の
崩落や道路、河川への土砂の流出が発生
○県東部地区では、県外から大量の残土が搬入
○土砂等の埋立て等による土壌汚染や土砂災害の発生
に対する懸念

○ 現在、土砂の埋立て等については、佐賀県環境の保全
と創造に関する条例に規定
〇 処分場等の届出や設置基準等の規定がない
〇 不適切な埋立て等を行った者への罰則の規定もない

○土壌汚染や土砂災害の発生を未然に防止するために
は、不適正な土砂等の埋立て等が行われないよう早い
段階から指導・監督していくことが必要。

許可制や命令、罰則等を設けた条例の制定

【条例の主な規定】
①対象となる埋立て等（＝適用除外となる埋立て等）
②土砂災害発生防止のための構造基準
③土壌汚染防止のための安全基準
④命令・罰則 など

土砂等の適正な処分
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佐賀県環境 保全 創造 関  条例 新  条例

設置 ・ 許可 届出等 不要 ・ 3,000㎡以上かつ⾼さ1ｍ以上 埋⽴ 等   原則 
知事の許可が必要

埋⽴
事業中

事業者等 努⼒義務

・ ⼟砂等 崩落 流出等   災害発⽣防⽌措置 必要

・ 管理台帳 整備 県  報告義務

・ 県   ⽴⼊検査（必要 応  ⼟壌検査 水質検査）

事業
完了後

・ ⼟砂等 ⾶散 流出防⽌
・ 埋⽴  構造基準（  ⾯ 勾配 擁壁等） 規定

・ 完了届 県 提出

罰則
・ 埋⽴ 中⽌等  勧告 

・ 勧告に従わない場合は「氏名等の公表」

・ 埋⽴ 中⽌等  措置命令 

・ 措置命令 従   場合  罰⾦ 懲役 

残⼟処分場         規定  新  条例  主 ⽐較
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新しい条例における事業者等の責務

• 土砂等の発生量の抑制

• 排出する土砂等の汚染状況確認
• 汚染崩落等の発生防止措置

•

※周辺地域：特定事業場を包含及び隣接する
自治会区または行政区

• 運搬する土砂等の汚染状況確認

• 汚染崩落の発生のおそれがないことの確認

• 不適正な埋立て等を知った際の県への通報

埋立て等を行う（行わせる）者

埋立て等について責任を有する者
⇒許可申請者となる

土砂等を発生させる者

土砂等を運搬する者

埋立て等の土地の所有者

＝
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埋立区域外から土砂等を
搬入して行う埋立て等

＝ 特定事業
→ 県の許可が必要

条例に基づく特定事業の許可の要否
土砂等の埋立て等

３，０００㎡未満

許

可

不

要

３，０００㎡以上

【適用除外】
• 埋立て前後の地盤面の高低差が１ｍ未満の埋立て等
• 国、地方公共団体、公共的団体※１が行う埋立て等
• 他法令等の許可、認可等※２を受けて行う埋立て等
• 採石法及び砂利採取法の規定により認可された採取
計画に基づいて行う土砂等の販売のための一時的な
埋立て等

• 非常災害の応急措置として行う埋立て等
• 運動場や駐車場の修繕管理のために行う埋立て等
• 法令や法令に基づく処分による義務の履行として行
う埋立て等

土砂等とは？

• 土、砂、礫（れき）のほか、岩石や化
石等が付着、混入したもの

• 再生土や改良土も該当

埋立て等とは？

• 埋立て

• 盛土

• たい積

• コンクリート、路盤材、陶器などの原
材料や埋立・盛土用の真砂土の一時的
なたい積は対象外

• 廃棄物最終処分場や土壌汚染対策法上
の汚染除去の措置として行われる埋立
て等は対象外

同一区域内で
の埋立て等
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※１ 公共的団体（これらが行う土砂等の埋立て等は許可不要）

• 西日本高速道路株式会社及び日本下水道事業団

• 独立行政法人

• 国立大学法人及び大学共同利用機関法人

• 地方住宅供給公社

• 地方道路公社

• 土地開発公社

• 地方独立行政法人及び公立大学法人

• 土地改良区及び土地改良区連合（土地改良法の規定に基づく土地改良事業を行う場合に限る｡）

• 土地区画整理組合（土地区画整理法の規定に基づく土地区画整理事業を行う場合に限る｡）

• 市街地再開発組合（都市再開発法の規定に基づく市街地再開発事業を行う場合に限る｡）

• 国又は地方公共団体が出資金等の1/2以上を出資している法人で土砂等の適正処理能力があると

認めたもの
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※２ 他法令の許可等（これらの許可等を受けて行う土砂等の埋立て等は条例の許可不要）

・土地改良法 ・漁港漁場整備法 ・港湾法 ・森林法 ・道路法 ・農地法

・土地区画整理法 ・都市公園法 ・海岸法 ・駐車場法 ・地すべり等防止法

・宅地造成等規制法 ・河川法 ・都市計画法 ・都市再開発法

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 ・農業振興地域の整備に関する法律

・都市緑地法 ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（詳しい法令の規定については、「条例施行規則第6条」を参照してください。）

（参考）
佐賀市及び小城市では土砂等の埋立て等に係る市の条例がありますが、県条例の許可を受けて行う特定事業

については、両市の条例の規定は適用されません。
⇒ 県の許可を受けた事業では、市の許可は不要
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要許可

許可申請

許可

埋立て等

完了

主な義務

・変更
・承継
・譲受

・完了届

・着手届
・搬入届

土砂管理台帳作成

関係書類の閲覧

標識掲示、
境界標設置

許可取消し
・欠格要件該当
・命令違反 他

停止命令

措置命令

関係書類の保存

[無許可埋立、
命令違反等]

2年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

[その他違反]
50万円以下の罰金
30万円以下の罰金

[両罰規定]
（違反行為を行った者を
罰するほか、行為者を
雇用等する事業者にも
罰金刑が科せられる）

罰則

罰則
適用

行政処分

• 汚染崩落等発生のおそ
れのある埋立て等

• 許可基準に適合しない
埋立て等 他

条例の体系図（許可を要する特定事業について）

不履行時

履行

不適合

不適合

無許可の埋立て等
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措置命令・事業停止命令・勧告
ケース 命令等対象者 命令等内容

無許可 特定事業 ⾏   場合 無許可事業者 ⼟砂等 撤去命令
汚染崩落防⽌措置命令

緊急の必要がある場合
 風水害 地震      崩落 流出 危険 想定   

速やかに危険を回避する措置が必要な状況 許可事業者 崩落防⽌措置命令
特定事業 停⽌命令構造基準等 適合   埋⽴ 等 ⾏     場合

汚染崩落等 発⽣  ⼜ 発⽣        場合
（許可 不要 特定事業  適⽤）

特定事業を依頼等した者
特定事業者を助けた者 崩落防⽌措置命令

⼟地所有者 崩落防⽌措置勧告
廃⽌ 完了 許可取消時 崩落防⽌措置 講      
い場合 許可事業者だった者 崩落防⽌措置命令

収去検査により、⼟壌や水質の汚染が判明した場合
（許可 不要 特定事業  適⽤） 特定事業者

⽀障除去措置命令
検査実施命令
特定事業 停⽌命令
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罰 則 等

罰則等対象者 罰則等内容 備考
無許可 特定事業 ⾏  者 ２年以下 懲役

⼜は
100万円以下 罰⾦ 特定事業 ⾏ 事業

者の従業員が罰則の
対象   違反⾏為
   場合 ⾏為者
である当該従業員を
罰するほか、その事業
者 対  罰⾦刑 
科する。

虚偽 不正 手段 特定事業 許可 受  者
措置命令 事業停⽌命令 違反  者
⼟砂搬⼊届 ⾏     者⼜ 虚偽 届出   者

50万円以下 罰⾦
⼟砂等管理台帳 作成     者 虚偽 記載   者
⼜はその写しを提出しなかった者
⼟砂等管理台帳 所定 期間保存     者
⽴⼊検査 収去 忌避等  者
変更届 着手届 廃⽌等届 完了届 承継届 ⾏    
た者⼜は虚偽の届出をした者 30万円以下 罰⾦
関係書類・図⾯の写しを所定の期間保存しなかった者
崩落防⽌措置勧告 従     ⼟地所有者 氏名等及び勧告内容の公表 －
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施行・経過措置

• 令和２年１０月１日
条例施行

• 条例施行時、既に事業を行っている場合は、許可を受けずに事業を継続できる期間がある。

経過措置
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